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○伊藤  定刻になりましたので、２月の日本取

引所グループ金融商品取引法研究会を始めさせて

いただきます。 

 本日は、早稲田大学の岸田雅雄先生から「監査

法人のガバナンス・コード」というテーマでご報

告をいただきます。よろしくお願いします。 

 

○岸田  近々監査法人のガバナンス・コードが

公表される予定ですので、これについてお話をし

たいと思います。 

 

Ⅰ．はじめに 

2016 年 12 月 15 日に「監査法人のガバナンス・

コードに関する有識者検討会」（以下「検討会」

という）が「「監査法人の組織的な運営に関する

原則」（監査法人のガバナンス・コード）（案）

の策定について」（以下「コード案」という）を

公表しました。これについては、2017 年１月 31

日までの意見聴取を経た上で、若干の修正を経て

2017 年３月末までに確定する予定です。もう意見

案は出ていると思いますが、これについてはあま

り検討したものがありませんので、町田祥弘教授

の論文「監査法人のガバナンス・コード」（「企

業会計」69 巻２号（2017 年）72 頁以下）と、監査

法人のガバナンス・コードを策定するための有識

者検討会の議事録を参考に意見を申し上げたいと

思います。 

2016 年３月８日に「会計監査の在り方に関する

懇談会」（以下「懇談会」という）が「「会計監

査の在り方に関する懇談会」提言―会計監査の信

頼性確保のために―」（以下「懇談会提言」とい

う）を公表しました。その懇談会提言を受けて検

討会が開催されることとなり、2016 年７月 15 日

より５回にわたって審議が重ねられ、同年 12 月

15 日にコード案が公表されました。コード案は、

2017 年１月 31 日を期限として広く意見を募り、

その後、最終版が確定する予定です。 

検討会は懇談会とは座長が異なり、一部のメン

バーについては変更されているものの、多くのメ

ンバーは共通であり、コード案は懇談会提言と趣

旨を同じくするものと考えられます。 

 

Ⅱ．懇談会提言における考え方 

懇談会提言の内容について簡単にご説明申し上

げます。 

懇談会提言の「Ⅱ．会計監査の信頼性確保のた

めの取組み」の「１．監査法人のマネジメントの

強化」の (1) 監査法人のガバナンス・コードには、

以下のようなことが書かれています。 
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「大手上場企業等の監査の担い手となる監査法

人において実効的なガバナンスを確立し、マネジ

メントを有効に機能させていくための取組みを高

めるにあたっては、こうした大規模な組織の運営

において確保されるべき原則（プリンシプル）が

まずもって確立されていることが必要であると考

えられる。 

一方、実際のガバナンスやマネジメントの形態

は、各法人の規模や特性等に応じて、違いが出て

くることも考えられることから、組織的な運営の

形態について一律のルールを定めて対応すること

は適当でなく、各監査法人がプリンシプルの実現

に向け、創意工夫を行いながら対応をとることが

できるような仕組みを考えていくことが望ましい。 

イギリス及びオランダにおいては、このような

考え方に立ち、監査法人の組織的な運営について、

ルールベースではなく、プリンシプルベースの「監

査法人のガバナンス・コード」が導入され、この

ようなコードのもと、各監査法人が、それぞれに

ガバナンスを確立しマネジメントを機能させるこ

とができるようにするとともに、組織運営につい

ての透明性を確保するための開示等を充実させる

ことで、その実効性を確保する取組みが行われて

いる。 

こうした例を参考に、我が国においても、監査

法人の組織的な運営のためのプリンシプルを確立

し、各法人に対して、当該プリンシプルを実現す

るための自律的・実効的な対応を求めるべきであ

る。その際、各法人による組織運営の状況につい

ての開示を充実させることにより、その実効性を

確保し、監査法人の切磋琢磨を促していくことが

重要である。 

コードの具体的な内容としては、大手上場企業

等の監査を担う一定規模以上の監査法人への適用

を念頭に置きつつ、例えば、職業的懐疑心の発揮

を促すための経営陣によるリーダーシップの発揮、

運営・監督態勢の構築とその明確化、人材啓発、

人事配置・評価の実施等について規定することが

考えられる。その詳細については、我が国の監査

法人を取り巻く環境や課題に照らしつつ、金融庁

のリーダーシップの下、幅広い意見を参考にしな

がら早急に検討が進められていくべきである。」 

 

これから申し上げるコード案は、懇談会提言と

趣旨を同じくするものと考えられ、大きな監査規

制問題の一つであり、監査の品質の向上に向けた

取組みとして位置づけられています。 

ところで、監査法人のガバナンス・コード策定

の動きは、2013 年６月に閣議決定された「日本再

興戦略」から始まり、2014 年２月に「「責任ある

機関投資家」の諸原則≪日本版スチュワードシッ

プ・コード≫」が策定され、さらに平成 26 年会社

法改正を受けて 2016 年６月に「コーポレートガバ

ナンス・コード」が公表されたことに続くもので

す。そして、懇談会などの動きを受けて、2016 年

７月から検討会が審議を開始し、監査法人のガバ

ナンス・コードを策定しようとしたわけです。こ

れは基本的に、イギリスにおける監査法人に対す

るガバナンス・コードの動きを追っていると言え

ようかと思います。 

懇談会提言の「Ⅱ．会計監査の信頼性確保のた

めの取組み」の「１．監査法人のマネジメントの

強化」では、東芝問題を想起させる「最近の不正

会計事案においては」という表現をとった上で、

「大手監査法人の監査の品質管理体制が形式的に

は整備されていたものの、組織として監査の品質

を確保するためのより高い視点からのマネジメン

トが有効に機能しておらず、（中略）他の大手監

査法人についても、当局の検査等において、マネ

ジメントの不備が監査の品質確保に問題を生じさ

せている原因として指摘されているところである」

と述べられています。 

この原因について、懇談会提言では、監査法人

は、公認会計士法上、５名以上の公認会計士によ

って設立されるパートナーシップ制がとられてい

るものの、実際には、大手監査法人は数千名の公

認会計士を擁する体制となっており、準大手監査

法人でも 100 名を超える規模となっていることか
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ら、現行のマネジメントが監査法人の「規模の拡

大と組織運営の複雑化に対応し切れていないこと

が、監査の品質確保に問題を生じさせている主な

原因の一つである」と捉えられています。 

懇談会提言が想定するのは、以下のような監査

規制のモデルです。 

 

⓪  主に大手上場企業等の監査の担い手となる監

査法人が対象。 

①  運営について明確な権限と責任を定めた実効

的なガバナンスを確立させる。 

②  組織全体にわたってマネジメントを有効に機

能させる。 

③  組織的な運営の状況を外部からチェックでき

るようにする。 

④ 組織的な運営が有効に機能している監査法人

が評価されるようにするため、監査法人の運営の

透明性を向上させる。 

 

このうち⓪については、一定規模以上の監査法

人が対象となると考えられます。イギリスの例に

ならうのであれば、20 社以上の上場企業の監査を

担当する監査法人が対象となる結果、有限責任あ

ずさ監査法人、PwC あらた有限責任監査法人、仰

星監査法人、PwC 京都監査法人、三優監査法人、

新日本有限責任監査法人、太陽有限責任監査法人、

東陽監査法人、有限責任監査法人トーマツ、ひび

き監査法人、優成監査法人の 11 法人が対象となる

と考えられます。 

なお、懇談会提言では、大手監査法人の寡占状

況を踏まえて、「寡占が品質向上に向けた競争を

阻害している懸念があることも指摘されている」

として、「大手上場企業等の監査を担う能力を有

する監査法人を増やしていくための環境整備に取

り組む必要がある」とも述べています（懇談会提

言「Ⅱ．会計監査の信頼性確保のための取組み １．

監査法人のマネジメントの強化」）。 

 これは金融庁がやっていることですけれども、

金融庁が 2006 年に中央青山監査法人に監査業務

停止を命じた、すると監査法人の数が減ってしま

ったのでまた増やすことになった、そういうこと

も関係しているのではないかと思います。金融庁

は、監査法人を増やすべきなのか、減らすべきな

のか、というところで迷っているのではないかと

思います。 

また、④については、監査法人が公表するいわ

ゆる透明性報告書を念頭に、対象となる各監査法

人が、監査法人のガバナンス・コードへの遵守状

況を含む情報開示を、公的規制、自主規制または

自主的な報告書を通じて行うことを想定している

と言えます。最近では、財務情報のみならず、非

財務情報も含めた透明性報告書もあります。 

そう考えると、④は、資本市場あるいは株主な

いしその立場に立って監査役等が透明性報告書に

基づき監査法人の選任を行うことを念頭に置いて

いるのに対して、③は、当局による検査等を念頭

に置いているものと解されます。 

①の監査法人のガバナンスの問題は、懇談会提

言の「Ⅱ．会計監査の信頼性確保のための取組み」

の「１．監査法人のマネジメントの強化」の「（１）

監査法人のガバナンス・コード」において、「実

際のガバナンスやマネジメントの形態は、各法人

の規模や特性等に応じて、違いが出てくることも

考えられることから、組織的な運営の形態につい

て一律のルールを定めて対応することは適当でな

く、各監査法人がプリンシプルの実現に向け、創

意工夫を行いながら対応をとることができるよう

な仕組みを考えていくことが望ましい」とされて

います。 

これは、いわゆるプリンシプルベースである監

査法人のガバナンス・コードへの取り組みを提言

しているということです（町田・前掲 73 頁）。 

  

Ⅲ．コード案 

前述の懇談会提言を受け、検討会において議論

の末にまとめられたコード案は、５つの原則と、

その下位原則である 22 の指針から構成されてい

ます。今から５つの原則についてそれぞれ見てい
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きたいと思います。 

 

「【監査法人が果たすべき役割】 

原則１ 監査法人は、会計監査を通じて企業の財

務情報の信頼性を確保し、資本市場の参加者等の

保護を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与

する公益的な役割を有している。これを果たすた

め、監査法人は、法人の構成員による自由闊達な

議論と相互啓発を促し、その能力を十分に発揮さ

せ、会計監査の品質を組織として持続的に向上さ

せるべきである。 

 

考え方 

資本市場の信頼性を確保し、企業の成長に向け

た資金が円滑に供給されるためには、企業による

適正な財務情報の開示が不可欠である。また、企

業が経営戦略を策定し、持続的な成長・中長期的

な企業価値の向上を目指す上でも、自らの財務情

報を的確に把握し、市場の参加者等と共有するこ

とが必要である。 

会計監査は、このような企業による財務情報の

的確な把握と適正な開示を確保し、その適正・円

滑な経済活動を支え、日本経済の持続的な成長に

つなげていく前提となる極めて重要なインフラで

ある。 

公認会計士法上、公認会計士とともに監査法人

も、組織として、企業の財務情報の信頼性を確保

し、資本市場の参加者等の保護を図り、国民経済

の健全な発展に寄与する公益的な役割を担ってい

る。資本市場の重要なインフラである会計監査の

品質を持続的に向上させるため、監査法人の社員

が公認会計士法に基づく業務管理体制の整備にそ

の責務を果たすとともに、トップがリーダーシッ

プを発揮し、法人の構成員の士気を高め、その能

力を十分に発揮させることが重要である。また、

その際には、被監査会社から報酬を得て行うとの

会計監査の構造に起因して、法人の構成員による

職業的懐疑心の発揮が十分に行われないというこ

とにならないよう留意すべきである。」 

 

職業的懐疑心とは、プロがプロとしてこの会計

処理が正しいかどうかという疑いを持ちなさい、

公認会計士は常に被監査会社の会計処理の適正性

について疑いを持ちなさいということです。その

ような十分な懐疑心がなければ、実際には監査で

きない。東芝だから大丈夫だ、トヨタ自動車がそ

のような悪いことをするはずがない、と考えてい

ると監査はできないので、常に職業的な懐疑心を

持ちなさいと、難しいことではありますが、そう

いうことをまず言っているわけです。 

具体的な指針として、次の１から５までを挙げ

ています。この５つの指針に基づいて原則を守り

なさい、ということです。 

 

「指針 

１－１． 監査法人は、その公益的な役割を認識

し、会計監査の品質の持続的な向上に向け、法人

の社員が業務管理体制の整備にその責務を果たす

とともに、トップ自ら及び法人の構成員がそれぞ

れの役割を主体的に果たすよう、トップの姿勢を

明らかにすべきである。 

１－２． 監査法人は、法人の構成員が共通に保

持すべき価値観を示すとともに、それを実践する

ための考え方や行動の指針を明らかにすべきであ

る。 

１－３． 監査法人は、法人の構成員の士気を高

め、職業的懐疑心や職業的専門家としての能力を

十分に保持・発揮させるよう、適切な動機付けを

行うべきである。 

１－４． 監査法人は、法人の構成員が、会計監

査を巡る課題や知見、経験を共有し、積極的に議

論を行う、開放的な組織文化・風土を醸成すべき

である。 

１－５． 監査法人は、法人の業務における非監

査業務（グループ内を含む。）の位置づけについ

ての考え方を明らかにすべきである。」 

 

 これらの役割を果たすべき監査法人がとり得る
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具体的な行動としては、監査法人のトップによる

所信表明、監査法人の理念に係る方針等の文書化

と共有、さらには監査法人内における議論の場の

設定等が考えられますが、本質的には、監査法人

の社風や組織風土の醸成の問題であり、一朝一夕

に組織改革が実現できるものではないだろうとさ

れています（町田・前掲 74 頁）。 

 先ほど申し上げたように、監査法人のガバナン

ス・コードは、コーポレートガバナンス・コード

と同じような考え方を採用していますけれども、

一番の大きな違いとして、監査法人というのは公

的な存在である、つまり営利だけを目的としてい

るのではない、と書かれていることが挙げられま

す。国によっては監査法人が株式会社であるとこ

ろもあり、その場合は、公的なことよりも利益を

優先することになろうかと思いますが、我が国の

監査法人はそうではありませんので、こういうこ

とを強調されるわけです。 

 

「【組織体制】 

原則２ 監査法人は、会計監査の品質の持続的な

向上に向けた法人全体の組織的な運営を実現する

ため、実効的に経営（マネジメント）機能を発揮

すべきである。 

 

考え方 

監査法人制度は、５人以上の公認会計士で組織

するパートナー制度を基本としているが、大規模

な監査法人においては、社員の数が数百人、法人

の構成員が数千人の規模となるものが存在するよ

うになっており、監査の品質の確保の観点から、

監査法人において、経営陣によるマネジメントが

規模の拡大や組織運営の複雑化に的確に対応する

ことが求められている。 

このため、監査法人においては、法人の組織的

な運営に関する機能を実効的に果たすことができ

る経営機関を設け、法人の組織的な運営を確保す

ることが重要である。 

 

指針 

２－１． 監査法人は、実効的な経営（マネジメ

ント）機関を設け、組織的な運営が行われるよう

にすべきである。 

２－２． 監査法人は、会計監査に対する社会の

期待に応え、組織的な運営を確保するため、以下

の事項を含め、重要な業務運営における経営機関

の役割を明らかにすべきである。 

・ 監査品質に対する資本市場の信頼に大きな影

響を及ぼし得るような重要な事項について、監査

法人としての適正な判断が確保されるための組織

体制の整備及び当該体制を活用した主体的な関与 

・ 監査上のリスクを把握し、これに適切に対応

するための、経済環境等のマクロ的な観点を含む

分析や、被監査会社との間での率直かつ深度ある

意見交換を行う環境の整備 

・ 法人の構成員の士気を高め、職業的専門家と

しての能力を保持・発揮させるための人材育成の

環境や人事管理・評価等に係る体制の整備 

・ 監査に関する業務の効率化及び企業において

も IT 化が進展することを踏まえた深度ある監査

を実現するための IT の有効活用の検討・整備 

２－３． 監査法人は、経営機関の構成員が監査

実務に精通しているかを勘案するだけではなく、

経営機関として、法人の組織的な運営のための機

能が十分に確保されるよう、経営機関の構成員を

選任すべきである。」 

 

国によっては株式会社の監査法人もありますけ

れども、日本ではそうではありませんので、必ず

しも利益の追求が第一義的な目的ではありません。

そのために、監査法人は、具体的な指針にありま

すような全体の利益、社会的なインフラとしての

存在価値を重視する必要があります。 

しかし、指針２－２の３番目の項目として「法

人の構成員の士気を高め、職業的専門家としての

能力を保持・発揮させるための人材育成の環境や

人事管理・評価等に係る体制の整備」が挙げられ

ていますように、利益だけを目的にしてはいけな
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いのですが、かといって公益だけを重視してもな

かなかうまくいかず、実効的な経営をきちんと目

指していかなければ、監査法人は成り立たないこ

とになります。実際に経営がうまくいかなくなっ

て破綻した監査法人もあります。監査上のリスク

等に適切に対応するため、経済環境等の分析や、

被監査会社との間での率直かつ深度ある意見交換

を行う環境の整備、人事管理等に係る体制の整備、

また、監査実務に精通しているだけでなく、法人

の組織的な運営のための機能が十分に確保される

ような監査機関の構成員の選任、そういうことも

要求されるということです。 

 

「原則３ 監査法人は、監査法人の経営から独

立した立場で経営機能の実効性を監督・評価し、

それを通じて、経営の実効性の発揮を支援する機

能を確保すべきである。 

 

考え方 

監査法人において、組織的な運営を確保するた

め、経営機関の機能の強化に併せ、その実効性に

ついて監督・評価し、それを通じて、実効性の発

揮を支援する機能を確保することが重要である。 

さらに、監査法人が、組織的な運営を確保し、

資本市場において公益的な役割を果たすために、

監督・評価機関において、例えば、企業における

組織的な運営の経験や資本市場の参加者としての

視点などを有する、外部の第三者の知見を活用す

べきである。」 

 

これは、以前に本研究会でも取り上げましたコ

ーポレートガバナンス・コードの原則と似ていま

すけれども、直接利害関係のない第三者を構成員

に選ぶということです。このあたりは、会社法の

論理と同じところがあります。 

なお、このような動きは、監査法人だけではな

くて、公認会計士協会自体においても見られます。

公認会計士協会にも外部者が第三者として入って

おり、一部でそのようなことをしようとしている

わけです。公認会計士協会だけでなく、その会員

の各監査法人も、第三者を入れてその知見を活用

すべきであるということになります。 

 この原則を具体的に見てみると、監査法人に対

して、外部の第三者が構成員として含まれる監

督・評価機関を設けることを求めています。先ほ

ど申し上げたように、会社に限らず、一定の組織

であれば、外部の第三者が入ることが望ましいと。

これを監査法人にも要求すると言っているわけで

す。 

監査法人の構成員には、原則的に公認会計士し

かなれません。弁護士がなることもありますけれ

ども、原則としては監査法人の構成員は公認会計

士に限られていますので、公認会計士以外の人が

入ることによって、外部の目で見れば分かること

があるのではないかということです。 

 

「指針 

３－１． 監査法人は、経営機関による経営機能

の実効性を監督・評価し、それを通じて実効性の

発揮を支援する機能を確保するため、監督・評価

機関を設け、その役割を明らかにすべきである。 

３－２． 監査法人は、組織的な運営を確保し、

公益的な役割を果たす観点から、自らが認識する

課題等に対応するため、監督・評価機関の構成員

に、独立性を有する第三者を選任し、その知見を

活用すべきである。 

３－３． 監査法人は、監督・評価機関の構成員

に選任された独立性を有する第三者について、例

えば以下の業務を行うことが期待されることに留

意しつつ、その役割を明らかにすべきである。 

・ 組織的な運営の実効性に関する評価への関与 

・ 経営機関の構成員の選退任、評価及び報酬の

決定過程への関与 

・ 法人の人材育成、人事管理・評価及び報酬に

係る方針の策定への関与 

・ 内部及び外部からの通報に関する方針や手続

の整備状況や、伝えられた情報の検証及び活用状

況の評価への関与 
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・ 被監査会社、株主その他の資本市場の参加者

等との意見交換への関与 

３－４． 監査法人は、監督・評価機関がその機

能を実効的に果たすことができるよう、監督・評

価機関の構成員に対し、適時かつ適切に必要な情

報が提供され、業務遂行に当たっての補佐が行わ

れる環境を整備すべきである。」 

 

 コーポレートガバナンス・コードでも第三者を

入れるべきだということが書かれている結果、ほ

とんどの上場会社に外部の独立役員が入っていま

す。その人数をどうするかというのはまた別問題

ですけれども、そのような流れを受けて、監査法

人においても外部の独立した第三者が必要だとい

うことを主張しているわけです。その属性につい

てはまだ議論の余地があると思いますけれども、

大枠としてはそういう流れになっているというこ

とです。 

 

「【業務運営】 

原則４ 監査法人は、組織的な運営を実効的に行

うための業務体制を整備すべきである。また、人

材の育成・確保を強化し、法人内及び被監査会社

等との間において会計監査の品質の向上に向けた

意見交換や議論を積極的に行うべきである。 

 

考え方 

監査法人において、会計監査の品質を持続的に

向上させるためには、経営機関が経営機能を発揮

するとともに、経営機関の考え方を監査の現場ま

で浸透させる必要があり、そのための体制を整備

する必要がある。 

また、経営機関の考え方を、法人の構成員が受

け止め、業務に反映するようにするためには、大

局的かつ計画的な人材育成や人事管理・評価が極

めて重要であり、これが機能しなければ、監査品

質の向上に向けた取組みは実効を伴わないものと

なる。 

さらに、経営機関から監査の現場への情報の流

れだけではなく、監査の現場から経営機関等への

情報の流れを円滑にすることも重要である。 

こうした取組みにより、法人の構成員の間で、

より自由闊達な議論が行われ、縦割りに陥らない

開放的な組織文化・風土が醸成されることが期待

される。 

 

指針 

４－１． 監査法人は、経営機関が監査の現場か

らの必要な情報等を適時に共有するとともに経営

機関等の考え方を監査の現場まで浸透させる体制

を整備し、業務運営に活用すべきである。また、

法人内において会計監査の品質の向上に向けた意

見交換や議論を積極的に行うべきである。 

４－２． 監査法人は、法人の構成員の士気を高

め、職業的専門家としての能力を保持・発揮させ

るために、法人における人材育成、人事管理・評

価及び報酬に係る方針を策定し、運用すべきであ

る。その際には、法人の構成員が職業的懐疑心を

適正に発揮したかが十分に評価されるべきである。 

４－３． 監査法人は、併せて以下の点に留意す

べきである。 

・ 法人のそれぞれの部署において、職業的懐疑

心を発揮できるよう、幅広い知見や経験につき、

バランスのとれた法人の構成員の配置が行われる

こと 

・ 法人の構成員に対し、例えば、非監査業務の

経験や事業会社等への出向などを含め、会計監査

に関連する幅広い知見や経験を獲得する機会が与

えられること 

・ 法人の構成員の会計監査に関連する幅広い知

見や経験を、適正に評価し、計画的に活用するこ

と 

４－４． 監査法人は、被監査会社の CEO・CFO 等

の経営陣幹部及び監査役等との間で監査上のリス

ク等について率直かつ深度ある意見交換を尽くす

とともに、監査の現場における被監査会社との間

での十分な意見交換や議論に留意すべきである。 

４－５． 監査法人は、内部及び外部からの通報
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に関する方針や手続を整備し、伝えられた情報を

適切に活用すべきである。その際、通報者が、不

利益を被る危険を懸念することがないよう留意す

べきである。」 

 

 先ほども申し上げたように、職業的懐疑心とし

ては、トヨタ自動車や東芝のように世間的にみて

優良な会社であれば問題ないと初めから思ってし

まってはいけない、必ず職業的な懐疑心、プロと

しての懐疑心が必要だということを言っているわ

けです。 

 監査法人の非監査業務とは何かというと、監査

法人である公認会計士は、必ずしも監査だけをや

っているわけではなくて、いわゆるコンサルティ

ング業務と言いますか、そういう知見を使ってさ

まざまな相談に応じることがあります。2001 年の

エンロン事件以後、被監査業務の割合が監査業務

よりも高いのは問題だ、会社の経営者等に応じる

形で公認会計士がコンサルティング業務ばかりや

っていると、本来の監査はできないということで、

日本でも改善が図られることになりました。 

しかし、監査法人のガバナンス・コードでは、

そういう経験も必要だということで、非監査業務

も含めた幅広い知見等を獲得する機会についても

留意すべきだと書かれています。 

 

「【透明性の確保】 

原則５ 監査法人は、本原則の適用状況などにつ

いて、資本市場の参加者等が適切に評価できるよ

う、十分な透明性を確保すべきである。また、組

織的な運営の改善に向け、法人の取組みに対する

内外の評価を活用すべきである。 

 

考え方 

会計監査の品質を持続的に向上させていくため

には、被監査会社、株主、その他の資本市場の参

加者等が、監査法人における会計監査の品質の向

上に向けた考え方や取組みなどを適切に評価して

監査法人を選択し、それが監査法人において、監

査品質の向上へのインセンティブの強化や監査報

酬の向上につながるといった好循環を生むことが

重要である。このため、監査法人は、資本市場の

参加者等が評価できるよう、本原則の適用の状況

や監査品質の向上に向けた取組みに関する情報開

示を充実すべきであり、それは資本市場の参加者

等との意見交換の有効な手段となると考えられる。 

また、監査法人内においても、本原則の適用の

状況や監査品質の向上に向けた取組みの実効性に

ついて評価を行い、資本市場の参加者等との意見

交換と合わせ、その結果を更なる改善に結びつけ

るべきである。 

 

指針 

５－１． 監査法人は、被監査会社、株主、その

他の資本市場の参加者等が評価できるよう、本原

則の適用の状況や、会計監査の品質の向上に向け

た取組みについて、 例えば『透明性報告書』とい

った形で、わかりやすく説明すべきである。 

５－２． 監査法人は、併せて以下の項目につい

て説明すべきである。 

・ 会計監査の品質の持続的な向上に向けた、自

ら及び法人の構成員がそれぞれの役割を主体的に

果たすためのトップの姿勢 

・ 法人の構成員が共通に保持すべき価値観及び

それを実践するための考え方や行動の指針 

・ 法人の業務における非監査業務（グループ内

を含む。）の位置づけについての考え方 

・ 経営機関の構成や役割 

・ 監督・評価機関の構成や役割。監督・評価機

関の構成員に選任された独立性を有する第三者の

選任理由、役割及び貢献 

・ 監督・評価機関を含め、監査法人が行った、

監査品質の向上に向けた取組みの実効性の評価 

５－３． 監査法人は、会計監査の品質の向上に

向けた取組みなどについて、被監査会社、株主、

その他の資本市場の参加者等との積極的な意見交

換に努めるべきである。その際、監督・評価機関

の構成員に選任された独立性を有する第三者の知
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見を活用すべきである。 

５－４． 監査法人は、本原則の適用の状況や監

査品質の向上に向けた取組みの実効性を定期的に

評価すべきである。 

５－５． 監査法人は、資本市場の参加者等との

意見交換から得た有益な情報や、本原則の適用の

状況などの評価の結果を、組織的な運営の改善に

向け活用すべきである。」 

 

原則５は透明性報告書の作成と公表に係るもの

です。透明性報告書とは、諸外国の監査事務所に

おいては広く公表されている、監査事務所の組織

体制や業務運営に関する報告書であり、被監査会

社や株主を対象とした一種の統合報告書といえま

す。統合報告書というものは最近出てきた言葉で

すけれども、いわゆる財務情報、つまり計算書類

だけではなくて、計算に関係しない人事情報など

を含めた報告書です。 

従来、監査法人は財務情報だけを公表するのが

原則でしたけれども、最近では、そういう統合報

告書に記載するものとして、必ずしも財務情報に

限らない情報の公表が増えてきています。我が国

においても、PwC あらた監査法人（当時）が 2015 

年に公表し、透明性報告書という名称は付してい

ないものの、有限責任あずさ監査法人も 2016 年に

公表しています。必ずしも財務情報だけではない

情報も当然に開示すべきであるということです。

ただし、財務情報以外の情報については、何をも

って真実と言うのか、予測情報等についても公表

する責任があるのか、ということが問題になりま

す。過去の情報だけでなく、将来の情報も公表対

象とするか、ということですね。 

コード案では、いわゆる透明性報告書に関連し

て、指針５－２の各事項の説明を求めています。

監査の透明性の確保ということで、そういう情報

を積極的に開示すべきだということです。 

ここに示された事項は、原則１から原則４まで、

ならびにその指針において示された内容に他なら

ず、前述の原則及び指針は、透明性報告書におけ

る一定の開示を前提とした枠組みとなっているわ

けです。 

こうした透明性報告書をもとにして、「被監査

会社、株主、その他の資本市場の参加者等との積

極的な意見交換」及び「監督・評価機関の構成員

に選任された独立性を有する第三者の知見を活用」

（指針５－３）、「本原則の適用の状況や監査品

質の向上に向けた取組みの実効性を定期的に評価」

（指針５－４）、ならびに「資本市場の参加者等

との意見交換から得た有益な情報や、本原則の適

用の状況などの評価の結果を、組織的な運営の改

善に向け活用」（指針５－５）といったことが求

められています（町田・前掲 76 頁）。 

問題は、これがどこまで役に立つかということ

です。コーポレートガバナンス・コードについて

は、法律上の根拠はないのですけれども、東京証

券取引所の上場規程に含まれている。しかし、そ

れは法律を根拠とするものではなく、開示した情

報に間違いがあったからといって、当然にその責

任が生じて上場廃止となるといったものではあり

ません。同じように、監査法人のガバナンス・コ

ードも、金融庁が監査法人に対してこういうこと

を守りなさいと言っているようなものだと思いま

すけれども、前述のように、たとえ守らなくても、

こういう理由で守れないということを公表して、

それで納得すれば問題ないということではないか

と思います。つまり、コードというのは、法律の

ような強制力を持ったものではなくて、こういう

ふうにやればいいのではないかという一つの提案

です。これを全ての監査法人が守るようになれば、

そのうち法律になることはあり得ると思いますけ

れども、現時点の監査法人のガバナンス・コード

では、明確な違法ということは法律的には導かれ

ないのではないかと思います。 

この原則を策定するために、５回の検討会が開

かれていますけれども、その議事録を読みまして

も、大体今のような理由で必ずしも強制的なもの

ではないというふうに考えられます。細かい解釈

論を展開するのではなくて、そういうものを守れ
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と言えば、多くの監査法人が守るようになるので

はないかと。 

特に問題となるのは、監査法人のガバナンス・

コードの適用範囲です。誰に対して適用するか。

大手の監査法人だけで被監査会社の80％程度を占

めているかと思いますけれども、中小の監査法人

についても、コードで指摘されているような問題

が出てくるのではないか。コードだけでうまくい

かない場合には、法制化する、場合によっては証

券取引所の上場廃止の基準になる、つまりコード

に書かれているような内容を遵守していない監査

法人の監査を受けてはならないということになる

かもしれません。現在はまだそこまでは行ってい

ませんので、今のところは、そのようにやってく

ださい、という要求程度にとどまるものではない

かと思います。 

ちょっと時間が余りましたけれども、いろいろ

とお教えいただければと思います。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

【討  論】 

○伊藤  どうもありがとうございました。内容

的にどこかで切れているわけでもありませんので、

まとめてご質問、ご議論をよろしくお願いします。 

 

【監査法人の構成員の動機付け】 

○飯田  コード案の中ではたびたび「構成員の

士気を高める」というフレーズが出てきて、非常

に違和感を覚えるのですが、プロフェッショナル

としての専門家が何か平常士気が低いというよう

な認識が一般的なのかというのは、若干疑問に思

いました。 

それから、その並びで、被監査会社から報酬を

得て行う会計監査の構造に起因して職業的懐疑心

の発揮が十分に行われないことに留意すべきであ

るという原則１の話の中で、各構成員に対して適

切な動議付けを行うべきであるというのですが、

これは構造的になかなか無理な要件だと思われま

す。適切な動機付けとして、何か具体的な案はあ

るのでしょうか。 

○岸田  監査法人の構成員の動機付けの具体的

な案があるのかということについては分かりませ

ん。 

監査法人のガバナンス・コードを策定しようと

したきっかけは、一流企業と目されてきた東芝問

題が生じたことにあります。違法と違法でないと

ころの境目なので、刑法上は起訴できないという

ことです。しかし、必ずしも法律しか措置の方法

が無いというわけではない、注意を喚起するため

にプリンシプルベースの枠組みも効果的なのだ、

という潮流の中でガバナンス・コードが作られた

のだと思います。現に、日本には既にスチュワー

ドシップ・コードもコーポレートガバナンス・コ

ードもありますし、イギリスにはこれらに加えて

監査法人のガバナンス・コードもあります。 

○黒沼  私も今の点について気になったのです

けれども、原則１の指針１－３で、今飯田先生か

らご指摘があったように「適切な動機付けを行う

べきである」と書いてあるのですね。同じような

話はほかにも何回も出てきていて、例えば指針２

－２の３つ目では、「士気を高め」という後に、

「人材育成の環境や人事管理・評価等に係る体制

の整備」ということがうたわれていて、適切な動

機付けとはこれのことを指しているのかなという

ふうにも思ったのですが、他方で言葉遣いを変え

ているので、それと違うことを意味しているよう

にもとれます。 

そもそも監査法人における人事管理・評価等が

実際にどのように行われているかということを知

らないものですから、それを工夫することによっ

て、こういうことの適切な動機付けを行うことが

可能なのかどうかもよくわからないところで、も

しおわかりになれば教えていただければと思いま

す。 

○岸田  検討会の議事録を見ると、先ほど申し

上げたように、必ずしも法律をつくるのではなく、

プリンシプルベースのコードも必要なのだといっ
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たことが中心に議論されたようですので、ご質問

の点についてはちょっとわからないです。１月 31

日まで意見を募って、３月末に多分監査法人のガ

バナンス・コードの内容が確定しますので、詳細

はその時までに決められることになると思います。 

 検討会のメンバーにも、法律家は入っていなか

ったですかね、公認会計士協会の会長とか、そう

いう実務家の方が中心で、ガバナンス・コードを

厳格に運用していくということではないと思いま

す。 

 

【コードの位置づけと実行的な監督・評価の可否】 

○洲崎  コードのそもそもの位置づけについて

伺いたいと思います。現行公認会計士法は監査法

人の組織等について定めていますが、コードでは、

監査法人に経営機関を置くとか、監督・評価機関

を置くようなことを提言しています。これは、公

認会計士法を改正してそういうことも可能にすべ

きだということも含んだ提言なのでしょうか。そ

れとも、現行の公認会計士法のもとで、任意の機

関として監督・評価機関を置くことや、代表社員

の中で経営のことを特に専念してやるような人を

置くことを求めているのでしょうか。 

○岸田  後者ですね。そういうことを呼びかけ

るということですね。 

○洲崎  現行の公認会計士法のまま、監査法人

のあり方を改めるよう呼びかけているということ

ですか。それで果たして実効的な改革ができるの

だろうかという気がしますが……。 

○岸田  イギリスで監査法人のガバナンス・コ

ードが策定された背景には、イギリスには監査法

人間の競争が無いという状況がありました。日本

においても、イギリスと同様に監査法人の業界は

寡占状態にあり、現に４社程度の監査法人が 80％

以上の上場会社の監査を担当しています。これで

はお互いに切磋琢磨できないだろうということで、

監査法人のガバナンス・コードを策定することに

よって監査の品質向上を図ろうとした、というこ

とだと思いますね。 

○行澤  私も洲崎先生と疑問を共有しておりま

す。レジュメの４ページでは、要は監査法人とし

ての経営機関の中に独立性を有する第三者を選任

し、その者は会計監査人である必要もなければ、

その法人の社員である必要もないということです。

法人の社員であったら独立の第三者になりません

ので。そうすると、その独立の第三者というのは、

公認会計士法にいう権限とか責任もなく、それで

いて経営監督・評価する。そうなってくると、何

か最近よく見られる任意の第三者委員会のような

イメージしか湧いてこないのですが、果たしてそ

ういうもので監査法人に対する実効的な経営監

督・評価ができるのかと疑問に思いました。今回

のガバナンス・コード案では、独立の第三者とい

うのは結構目玉になっているような気もするので

すが、どういうことを念頭に置いているのですか

ね。 

○岸田  おっしゃるとおりです。権限はないわ

けですから。（笑） 

○行澤  権限も責任も法律上の位置づけは何も

なくて……。 

○岸田  だから、コーポレートガバナンス・コ

ードを持ってきて……。 

○行澤  コーポレートガバナンス・コードの場

合でしたら、要するに社外役員もしくは社外取締

役を設置しろ、ということですから、まさに権限

と責任の裏づけが会社法にあるわけですね。 

○岸田  そうですね。 

○行澤  ところが、ここで言われているのは、

洲崎先生のおっしゃったように法律改正はしない

し、経営機関のあり方についても特に言明しない

ということですので、いくら経営機関のメンバー

ですよと言っても、公認会計士法に何の権限も責

任も裏付けられない者が経営監督・評価するとい

うことで実効的な評価等ができるのかなと思った

わけです。 

○岸田  それについてはおっしゃるとおりかも

しれませんね。（笑） 

○行澤  そうですか。（笑）わかりました。 
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【監督・評価機関について】 

○行澤  いわゆる第三者委員会的なものを念頭

に置いているのですかね、今はやりの。 

○岸田  そうです。 

○森田  その第三者は、金をもうけなさいとか、

無駄を省きなさいとか、そのようなことを言いに

くる人を念頭に置いているのですか。つまり、職

業的懐疑心というのは、本来は監査の独立性のこ

とですね。監査の独立性のためには、会社法を改

正し、監査役におかしなことがあったら言いにい

く、そして監査を強化するというようなシステム

をきちんとつくってきたわけですよ。東芝はそれ

がなかった会社なので、問題になっているのかも

しれないけれども、先ほどから出ている第三者の

方は、その監査の独立性を強化するために何をす

るのですか。 

あり得るとすれば、監査契約の審査ですかね。

監査契約をチェックするのならば、第三者の役割

があるのかもしれませんけれども、またそれをや

るには、監査基準をはっきりしておかないといけ

ませんね。例えば、グローバルに事業を展開して

いる会社の場合は、会計監査のときでも、国内の

監査法人がアメリカの監査法人とどうやって手を

つないでやっているかとか、そのようなところを

第三者が言うとか、そういうことならばまだわか

るのですよ。ジャスト独立性だけの問題ならば、

かつても商法改正で、監査役との共同でやってき

たのと違いますか。それを、今おっしゃっている

ように位置づけも明らかでない監査法人の第三者

の方がどういう形で独立性を高めたりされるのか。 

○岸田  飯田先生がおっしゃるように、やはり

構成員でないとおかしいのですね。公認会計士は

監査法人に入れないと構成員になれないですよね。

おっしゃるとおりなのです。第三者委員会といっ

たことしか考えられないですね、権限がないので

すから。 

○片木  今はたしか特定社員という形で、公認

会計士でない人が監査法人の社員になるのは一定

比率まではできるはずです。 

○行澤  なるほど、そちらを使うと。 

○片木  それが既に多少入っていると思うので

すが、それがここでいう経営機関または評価機関

のどちらになるのかというのはちょっとまだよく

わからないのだろうなと思います。現在、新日本

監査法人では、既に一種の評議機関みたいなもの

をつくっていると思うのですが、あれは完全な任

意といいましょうか、外部の、それこそ大学の外

部評価委員会みたいなもので、大学の先生とか、

そういういろいろな方が入った機関ですよね。だ

から、特定社員などをもうちょっと活用するとい

う形で、経営ないしは監査の仕組みの中で、おっ

しゃったような契約の評価のようなものが出てく

るという可能性はあると思います。 

○森田  やはり契約ですね。 

○行澤  現在の特定社員の規定の仕方としては、

独立性とかいうのは特に審査されないのではない

でしょうか。 

○片木  たしか特定社員になってはいけない人

の中に、過去に犯罪を犯したことがあるとか、そ

ういうようなところが……(公認会計士法 34 条の

10 の 10)。 

○行澤  資格要件ですよね。 

○片木  資格要件。だから、取締役の資格要件

と似たような感じではないかなと思うのですけれ

ど。 

○行澤  ですよね。そういう意味では、ここで

言っている独立の第三者というのとは少しイメー

ジが違っている。あるいは追加的な規律が要るか

もしれません。 

○片木  ただ、おそらく特定社員を入れたとき

には、監査法人のおっしゃるようなマネジメント

的な部分で、もう少しきちんとやらせるというと

ころが大きかったのではないかなと思うのですけ

れども。 

○森田  そういうことですか。 

○片木  やはり公認会計士ではあっても、経営

のプロではない。医療法人の中にお医者さん以外
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の方をきちんと役員に入れるという仕組みをつく

っていったのと同じようなところはあり得ますよ

ね。 

○森田  あまり職業的懐疑心は関係ないのです

かね。 

○片木  職業的懐疑心のことで言うと、多分、

現在パートナーというか、一番上の方、偉い方に

ついては、大体どれだけのお客さんを引っ張って

きたかというのが報酬に直結しているようなとこ

ろがありますが、それ以外の方はそのようなこと

は関係ないので、その方々の職業的懐疑心がいか

に上につながるのかというところが、この議論で

いわゆる管理体制と言っているところにおいて中

心になると。下が言っても上がつぶすというのが

現在の監査法人の実態なのではないかなと思いま

す。（笑） 

○森田  そうですね。岸田先生がご報告された

中で、議論してとありましたが、議論したら大抵

若い者が負けますよね。それで独立性が貫徹され

ないと。そういうときに、本来なら監査役に言い

に行ったらいいと思うけれども、監査法人内では

誰に言ったらいいのかというと、第三者に言いな

さいと、そういう仕組みですかね。 

○片木  そうかもしれないですね。 

○森田  ちょっとよくわからないけれども、特

定社員は職務内容も決まっているわけですか。 

○片木  私も特定社員を置くことができるとい

う法律の規定しか知らなくて、それ以上の細かな

ところまでは知らないのですけれども。 

○岸田  今は特定社員はほとんどいないでしょ

う。 

○片木  実際にはあまり多くないでしょうね。 

○伊藤  細かいところはよくわからないのです

けれども、原則３の考え方というところなどから

すると、監督・評価機関には基本的には大所高所

から意見を言ってもらうことが期待されているよ

うに思います。イギリスのコードも見てみたので

すけれども、おそらくイギリスのコードに書いて

ある independent non-executives と同じようなも

のを考えているのではないかなと思いました。

independent non-executives には実際どのような

人がなっているのかを、１つだけ、アーンスト・

アンド・ヤングだけ調べてみました。2015 年の透

明性報告書によると、アーンスト・アンド・ヤン

グには４人いらっしゃるようで、インド準備銀行

の前 deputy governor とか、CBI（Confederation of 

British Industry）の前 Director-Teneral とか、

ダイムラークライスラーの取締役などをやってい

た方とか、アメリカの公認会計士監督機関の前

chairmanとか、そういう方を置いているみたいで、

第三者委員会といった雰囲気ですね。 

○洲崎  おそらく、今伊藤先生が言われたよう

なものとして監督・評価機関というものを考えて

いるのかなという気がします。原則３で、経営機

関による経営機能の実効性を監督・評価する監

督・評価機関だと位置づけているので、個々の契

約の状況、つまり個々の監査において職業的懐疑

心を発揮できているかどうかを見るのではなくて、

経営者が適切に経営しているかどうかを見ると。

そして、レジュメ１ページ下の方で、「東芝問題

を想起させる「最近の不正会計事案においては」

という表現をとったうえで、……」と述べられて

いるように、個々の公認会計士の職業的懐疑心を

有効に機能させる仕事は、経営者、トップマネジ

メントの仕事であって、その仕事がきちんとされ

ているかどうかを見るのが監督・評価機関である

という、そういう位置づけではないでしょうか。 

株式会社において内部統制システムを作り上げ

ることは業務執行者の仕事で、その仕事が適切に

なされているかどうかをみるのが監査役や監査委

員会・指名委員会の仕事である、というのとよく

似た関係のように思えました。 

○森田  それでは、会社でいうと CSR みたいな

ものですかね。従業員がおかしいと言っていたら、

それが第三者委員に伝わって……。 

○洲崎  いや、多分それは経営者がやるべき問

題で、そういう体制を……。 

○森田  もちろん、CSR 体制は経営者がやらな
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ければなりません。しかし、それで不満が出てき

たときに……。 

○洲崎  だから、経営者がそういう適切な体制

をとっているかどうかを見るのが監督・評価機関

だと。 

○行澤  大学の認証評価みたいな……。（笑） 

 

【コードで会計業務の公益性を規定する必要性】 

○川口  冒頭に、会計士の士気が落ちているの

かどうかという話がありました。どうも会計士は、

昔みたいな人気がないみたいですね。受験者も減

少し、それとともに、質の低下も懸念されている

ようです。それが東芝問題につながったというこ

とではないとは思いますが、監査の質を上げるた

めには、社会的地位もさらに引き上げて、士気を

高める必要があるという認識が背景にはあったの

ではないかと思います。 

これとは別の話ですが、先生は、監査法人のガ

バナンス・コードの策定にあたって、公認会計士

の業務の公益性が重要であると再三にわたり述べ

られていました。この点ですが、公益性のある業

務は会計士に限らず、弁護士や税理士の業務も国

民経済に影響を与えるような公益性があるように

思いますが、なぜ、会計士だけこのようなコード

で縛る必要性があるのでしょうか。やはり、会計

士の監査業務は資本市場の健全性と密接に関連し、

他のものに比べると、規制の必要がより高いと理

解すればよろしいでしょうか。 

○岸田  東芝問題によって、なぜ東芝のような

大会社であのようなことが起こるのだ、監査法人

はきちんと職務を全うしていたのか、といった批

判が噴出し、監査法人が注目を浴びることとなり

ました。そのような流れの中で、それでは、監査

法人の公益的な役割に対する認識やガバナンス意

識を高めるためにコードをつくりましょう、とい

うことになりました。 

弁護士や税理士も公益性が高い業務に従事して

いるという点では共通していますけれども、今回

監査法人のガバナンス・コードが策定されること

になった背景としては、こうした経緯があったと

いうことです。 

○川口  監査法人のガバナンス・コードで定め

たことを実践すれば東芝問題は防ぐことができた

かというのは興味深い点ですね。 

○岸田  弁護士は自主規制だったらできない。

弁護士会がやるっていうならわかりますけれども。

同じ問題があると思いますけれども。 

先ほど公認会計士の人数が少なくなったとおっ

しゃっていましたが、これは公認会計士の受験者

が少なくなったということですか。 

○川口  受験者が減っているみたいですね。５

年前は２万 5000 名を超えていたのが、近年は１万

人程度のようです。それに伴い、合格者も減って

います。 

○岸田  公認会計士は、コンサルタントなどと

は違って、個人ではなかなか業務ができませんし、

大きな会社を監査するとなると、やはり法人でな

ければ実質的には不可能ですよね。そういう意味

で、若い人を入れないといけない、ということは

聞きますけどね。 

 

【コードの適用対象となる監査法人の範囲】 

○前田  先ほど議論に出ていたことですけれど

も、監査法人のガバナンスの実効性を本当に高め

ようと思えば、洲崎先生のご指摘にあったように、

やはり公認会計士法を見直すところまで行くべき

話だと思うのですね。監査法人は、もともと合名

会社型の古い体制のままずっと来ていて、若干の

手直しはありましたけれども、かなり不備はあっ

て、本来はそこを見直すべきなのですけれども、

とりあえずは大ざっぱな形で問題になりそうなと

ころを示したのが監査法人のガバナンス・コード

だと理解していいのだろうと思います。 

お尋ねしたいのは、このコードの適用対象にな

る監査法人の範囲についてです。確かに監査法人

と一口に言いましても、いろいろありますので、

区分をした規制の必要性があるということはわか

るのですけれども、その区分の基準として、指針
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あるいはイギリスの例を見ますと、コードでは、

担当する上場会社の数を基準に区分することが予

定されているとのことですね。しかし、監査法人

自体のガバナンスを考えるのであれば、むしろ構

成員たる公認会計士の数ですとか、あるいは資産

の規模ですとか、そういうものを区分の基準にす

るのが合理的であって、担当している上場会社の

数で区分するというのは、妙な感じがします。実

質的には重なってくると思いますけれども、いか

がでしょうか。 

○岸田  中央青山監査法人が 2006 年に業務停

止処分を受けてからは、大手監査法人が３つにな

りました。あと小さなものはたくさんありますけ

れども、あれはむしろ失敗だったと。つまり、監

査法人を減らすということは、寡占が起こると思

うのですよね。３社か４社の監査法人だけで上場

会社を占めていると、どうしても問題が出てくる

のではないですかね。イギリスもそうですけれど

も、監査法人をもっと増やせ、増やして競争しろ

と。それを考えると、あまり合併等は認めるべき

でないということです。それに加えて、日本では、

弁護士法人もそうですけれども、日本の会社は特

に系列化されていますので、ある会社を監査した

監査法人は、その会社の関係会社についても同じ

ように監査しています。例えば、トヨタ自動車の

場合、トヨタ自動車関係の関連会社や子会社につ

いてもすべて同じ監査法人が担当となりますので、

独占といいますか、そのあたりについてはよくわ

かりませんけれども、やはり問題が出てきますよ

ね。 

○前田  適用をかけたい監査法人の顔ぶれはす

でに決まっているかもしれないのですけれども、

区分の基準がわかりにくいと思った次第です。 

 

【コードのエンフォースメントの主体】 

○北村  私もその点に疑問があったのですけれ

ども、監査法人のガバナンス・コードは、資本市

場の参加者の保護とか、国民経済の健全な発展と

か言われていることからすると、上場会社の監査

が適切に行われ資本市場の健全性に寄与すること

が目的だから、監査法人の規模や収益ではなく上

場会社数を基準にするのかなという感想を持ちま

した。 

このコードの適用対象ないしエンスフォーメン

トについてちょっとお伺いしたいのですが、岸田

先生もおっしゃいましたように、もともと「日本

再興戦略」から始まって、コーポレートガバナン

ス・コードとかスチュワードシップ・コードがで

きて、今度監査法人のガバナンス・コードができ

ることになります。コーポレートガバナンス・コ

ードは、岸田先生もおっしゃいましたように上場

規則に取り入れられていますので、全ての上場会

社が対象になり、コーポレート・ガバナンス報告

書の中でコンプライ・オア・エクスプレインを開

示しなければなりません。そのような形でのエン

フォースメントがされています。 

一方、スチュワードシップ・コード、そして監

査法人のガバナンス・コードは、そもそもどこが

エンフォースメントの主体になっているのでしょ

うか。スチュワードシップ・コードであれば、機

関投資家がそれを受け入れる旨を自由に決めて、

自主的に公表して、その URL を金融庁に送るとい

うことですね。そうすると、監査法人のガバナン

ス・コードもそのような感じなのですかね。 

というのは、コードのはじめのところに、大手

監査法人を念頭に策定されているが、それ以外の

監査法人によって自発的に適用されることも妨げ

るものではないとあります。このように適用を二

段階に分けているということは、大手監査法人は

受け入れなくてはいけなくて、それ以外の監査法

人は受け入れ自由であるという分け方になってい

るのか、そのあたりはいかがでしょうか。 

○岸田  正確には知らないですが、2017 年３月

末に監査法人のガバナンス・コードの確定版が公

表されるときに、遵守を求めるのではないですか。

基本的には上場会社の監査をしているような大手

監査法人を対象として、中小監査法人については

大手に準ずるような形にして、直接的な責任は負
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わせないと。そうしないと意味ないですね。 

なお、コーポレートガバナンス・コードは、東

京証券取引所の有価証券上場規程の別添として定

められた上で、各原則を実施しない場合にはその

理由を説明することが求められています。 

○北村  つまり、スチュワードシップ・コード

のように、全ての監査法人が受け入れるかどうか

を判断するのではなくて、大手には適用されると

いう前提になるのだろうということですか。 

○岸田  何らかの形でそのようになると思いま

すけれども。 

○北村  ありがとうございます。 

○片木  やり方として、内閣府（金融庁）令で

対応するというのもあるでしょうけれども、公認

会計士協会の実務指針の中で、大手の監査法人に

は透明性報告書の作成を義務づけて、そこでコー

ドの遵守状況、まさにコンプライ・オア・エクス

プレインをきちんと報告させる、その他の監査法

人においては、これを定めるか定めないかは任意

とするというやり方をすれば、大体いけるのかな

という気はするのですけれど。 

 

【公認会計士の人事・報酬評価】 

○松尾  レジュメの５ページの指針３－３で、

独立の第三者が行うべき業務として、法人の人材

育成ですとか人事管理・評価、報酬に係る方針の

策定への関与というのがあります。先ほどの片木

先生のお話だと、現在はお客さんをたくさん引っ

張ってきた人が出世をして報酬も高くなるという

ことでした。そういうことだと、お客さんに甘い

というか、ちょっと目をつぶるような人が上に行

って、その結果、現場の若い人から来た意見を、

顧客を失うことにつながりかねないからというこ

とでつぶすといったことにつながっているのでは

ないかということでした。そういうやりかたを改

めて別の報酬とか人事評価の方法ということにな

りますと、どういう方法が考えられますかね。 

公認会計士というのは、私のイメージでは、基

本的には皆さん同じことをやるのだと思います。

そこで職務の遂行状況によって差をつけるという

のは非常に難しいように思うのですが、実際、上

場会社の監査で、個々の会計士、監査を担当する

会計士団というか、そういう人たちにどのぐらい

の裁量とか監査方法の工夫の余地があるのでしょ

うか。そういうものと人事評価、報酬評価という

のをどう組み合わせたら合理的だと言えるのかと

いうところが非常に疑問なのですけれども。 

○岸田  難しい問題ですね。昔、日本公認会計

士協会で監事を務めていた際に、協会を監査する

監査法人を選んだことがありました。３社ぐらい

の監査法人がやりたいと言ってきましたが、選定

に際して一番重視したのはやはり料金でした。監

査報酬は幾らだ、ということです。内容について

は、過去にこういうことをやっているのだからお

そらく問題ないだろうということで、あまり比較

要素とはならないわけです。そういうことで、今

おっしゃったように、公認会計士を能力で選ぶと

いうのは無理だと思いますね。料金で選ぶとなる

と、やはり安いほうがいいと。もちろん、あまり

にも安過ぎるとそれはそれで問題がありますが。 

○松尾  法人側が個々の社員たる会計士を評価

するというのは……。 

○岸田  それはだめですね。2004 年に国立大学

が法人化されたとき、会計監査がつくこととなり

ました。その時に、どこかの監査法人が安い価格

で引き受けたということが新聞で取り上げられて、

当時の公認会計士協会の会長がそのようなことは

やめろと言ったのですね。それでもただ同然でや

ると。なぜかというと、一年目はただ同然で監査

をしても、その後も継続して監査を引き受け続け

ればいいからです。原則、公認会計士は、一回選

べばなかなか変えられないですね。会長は価格競

争はやめろと言ったのですが、大学としてはコス

トは安いほうがいいに決まっているので、安いほ

うを選んだと。よくわからないですけれども、コ

ンペでも値段だけで決めるのは難しいですね。過

去に悪いことをしていないか、この会計士は過去

に処分を受けていないか、といったことならば簡
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単にわかりますけれども。 

○森田  岸田先生は、監査法人の数を減らした

から問題やとおっしゃるけれども、一応監査され

るほうとしては、ここは頼りないなとか効率性が

悪いなと思ったら、ほかのところに変えたいと思

いますね。そのときに、今３つか４つしかなかっ

たら、実際には変更不可能ですね。そうすると、

今の金融庁の考え方もそうだと思うのですけれど

も、中のローテーションを変えることですね。し

かし、ローテーションをきちんとやってくれよと

いうことは、クライアントからもなかなか言いに

くいとすると、それを第三者の人が来て、ローテ

ーションをきちんとしっかりやることを監査なり

するのでしたら、そういう監査基準が必要ですよ

ね。 

だから、何かされようとしているのはわかりま

すけれども、どこの場面をどう直そうとされてい

るのか、よくわかりませんね。洲崎先生もおっし

ゃったように、マネジメントというのか、独立性

なのか、監査そのものも今言ったようにローテー

ションで、結局監査法人を変えられないから、中

できちんと独立性を保つようにやってもらってい

るかということをチェックしてもらうとか、いろ

いろな場面があると思うのですが、そのどこにタ

ーゲットを置かれているのか、もう一つよくわか

りませんね。 

○岸田  監査法人を変えるのは、やはり準備等

を考慮すると、時間がかかります。 

○森田  なかなか変えられないね。 

○岸田  すぐにはできないです。値段だけで決

めることもできないし、難しいですね。 

○森田  そうですね。 

 

【監査法人間の競争の促進の是非】 

○行澤  先ほど競争を起こしたほうがいいとい

うお話があったのですけれども、むしろ競争が激

化すると安売り競争が起こってくると思うのです。

先ほどイギリスや監査法人のガバナンス・コード

の背景に監査法人間の競争を促進させようという

意図があるというご指摘があったわけですが、他

方で、今回のガバナンス・コード策定の前提とし

て、東芝問題とかを念頭に置いているとか、監査

法人の企業文化として営業成績のいいトップの倫

理が麻痺しているとか言われているわけです。果

たしてこのような一見矛盾する政策ベクトルを有

する政策が両立するのかなと思ったので、この点、

お聞かせいただけないでしょうか。 

○岸田  おっしゃるように難しいですね。その

中身というか、監査法人の品質がわからない。わ

からない中で値段だけが違うから、安いほうがい

いと。ただ、それができるかというと、おそらく

できませんから、難しいと思います。 

 

【東芝問題における監査委員会の責任の有無】 

○行澤  もう一点、先ほどから、東芝問題の話

題が出ていて、結局、東芝問題の何が問題だった

のか、どういう問題意識が共有されていたのかが

よくわからないので、お聞かせいただきたいので

す。というのは、素人目で東芝問題を見ていると、

まず、前段階の粉飾まがいと言われた不正会計事

案については、非常にテクニカルな部分でグレー

だったと言われていますけれども、それは監査法

人だけの問題ではなくて、当時東芝は委員会設置

会社でしたから、監査委員会によるリーダーシッ

プの発揮の仕方、つまり会計監査人と監査委員会

がどこまで有機的に連携して、どこまでそれが機

能したかというところにも問題があると思います。

なので、単に監査法人の問題だけを考えたらいい

ということでもないだろうという問題意識が一点。 

それから、現在進行形の海外子会社の情報に対

してきちんとした把握ができていなかったという

巨額損失事案について、例えば東芝本社の監査法

人がきちんとアメリカに行って、現地の会計監査

に精通した人たちと協力してやるべきであったと

いうような話でしたら、むしろ公認会計士法 34条

の 13 に規定する業務管理体制――会社法でいう

ところの内部統制システム――を強化するという

方向のほうが、東芝問題からの教訓としては妥当
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なような気がするのですが、この点、いかがでし

ょうか。監査法人に有益でかつ重要な情報が提供

されなかったという意味で、監査委員会が麻痺し

ていたということなのではないでしょうか。 

○岸田  東芝の場合は非常に巧妙です。巧妙と

いうか、違法か違法でないかがわからない。 

○行澤  そうでしょう。そうであれば、むしろ

監査法人の問題というよりも、監査委員会をどう

にかしないといけないという議論にならないので

すかね。 

○岸田  監査委員会と言いますと、監査役が監

査を行うということですか。 

○行澤  いや、東芝は委員会設置会社でしたか

ら、監査委員会が、つまり取締役でもある監査委

員がもっと機能を強化する、と。なぜなら、彼ら

の方が、よほど会社業務にも精通できる立場にあ

るわけですから……。 

○岸田  公認会計士にできないことは監査委員

会にもおそらくできないでしょう。 

○行澤  ああ、そういう発想なのですか。 

○岸田  先ほども言ったように、東芝は合法と

非合法の境目でやっているから。しかも巧妙に操

作しましたし。 

○舩津  今の点ですが、ちょっと調べてみまし

たら、東芝に関する新日本監査法人の処分の際の

金融庁による指摘の中で、個別の監査見逃しとい

うのもあるのだけれども、監査法人の運営自体が

問題だということが明確に指摘されていて、かつ、

それがどうも過去の公認会計士・監査審査会の検

査や、公認会計士協会の品質管理レビューで不備

があることを指摘されていたのにこういうことを

起こしたということが明確に書かれています。で

すので、やはりそこからスタートしていて、指摘

をされたのに改善しなかったのは、やはりガバナ

ンス体制の問題である、という話になってくると

いうことだと思います。 

○岸田  そういうことだと思います。何回もや

ってもうまくいかないとか、問題を指摘してさま

ざまな措置が講じられたけれども、またそれが守

られていないと。だから、客観的なガバナンス・

コードをつくって、それを遵守しているかどうか

ということですね。ガバナンス・コードにはそれ

ほど難しいことは書いていなくて、当たり前のこ

とが書いてあるだけなのですが、いままではそれ

すらも文書化されていなかったので問題になった

と。 

○森田  でも、今の舩津先生の言い方だったら、

ピアレビューとかをもっとやりなさいというよう

なことになっているはずですけれども、そのピア

レビューができていなかったとか、そういうこと

は書いてありますか。 

○舩津  品質管理本部などは、検査でこのよう

な指摘を受けたからこのように改善しなさいと一

応は言っているけれども、末端にまで指摘が浸透

しなかったというようなことは書かれています。 

○行澤  末端というのは……。 

○舩津  チームの問題です。 

○行澤  監査チームですね。 

 

【コードにおける「マネジメント」の意味合い】 

○伊藤  基本的なところを確認させていただく

ところから始めたいのですが、原則２などで「経

営（マネジメント）機能」や「経営（マネジメン

ト）機関」という言葉がよく出てくるのですよね。

ここで言われている経営とかマネジメントという

のは、原則２や指針２－２を読みますと、マネジ

メントというよりは、コントロールという感じで

考えておいてよろしいでしょうかね。 

監査法人はそもそも監査業務の点では営利事業

をやっているわけではありませんから、そのよう

な法人のマネジメントというのは、監査業務の質

の向上・維持ということになるのだろうと思いま

す。そうしますと、これは監査法人のコントロー

ルをきちんとやるために監査法人の中で機関を設

けなさいという話なのであろうと思います。 

もしそうだとして、そのような意味での経営機

関にどういうインセンティブを与えられるのかは、

よくわからないところがあると思います。コント
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ロールという意味での監査法人のマネジメントが

うまくいったかどうかをどのように評価するのか

とか、うまくいったとして、どのような報奨を与

えるのかということはすごく難しくて、先ほど松

尾先生がおっしゃったように、そもそも監査の品

質自体の評価も難しいのですけれども、それも含

めて、実際には難しそうだと感じられるところで

はあります。 

○岸田  今おっしゃったように、マネジメント

とコントロールをどのように考えればよいのかと

いうことは、難しいところだと思います。 

○伊藤  会社法学者からしますと、マネジメン

トという言葉を使われれば、事業をやるという雰

囲気で捉えてしまいますが、この場合は監査法人

の事業ですから、コントロールをすると。 

○森田  先ほども出ていましたけれども、マネ

ジメント・アドバイザリー・サービスを必ずして

いますから、そういう意味では、それは別部門で

しなさいとか、そのようなこともありますよね。

ですから、全体で利益を上げなさいと、ただ、お

上のお達しもあるし、独立性の観点からも、あま

りやったらいかんよというのもあるけれども、全

くコントロールばっかりではないと思うのですね。

そういう意味では、業界の在庫管理のあり方はこ

うしたらいいよとか、何かそのようなことでお金

をもらったりもすると思うのです。 

いずれにせよ、基準がわからないというのは確

かですわ。何をどうしたら誰がどうなるのかとい

うことがわからない。 

○洲崎  ここで言われているマネジメント機能

とは、監査法人の場合は主としてコントロールの

ことを指しているのかなと思います。今の監査法

人の上のほうの人たちにとっては、契約をとって

くることが何よりも大事で、舩津先生が先ほど指

摘されたような、末端の監査チームがきちんと職

業的懐疑心を発揮して監査するような体制の整備

や指導ということにあまり関心を持っていなかっ

たのではないか。これからはその点にも配意しな

さいよという意味でのマネジメント機能ではない

かなと思います。 

契約をたくさんとってくるということはもちろ

んマネジメントの重要な内容となりますが、監査

法人の場合はそれだけではだめだという意味での

マネジメント機能ということを言っているのだろ

うと思います。 

○舩津  今の話に関連してですけれども、原則

５の考え方のところで「監査法人において、監査

品質の向上へのインセンティブの強化や監査報酬

の向上につながるといった好循環を生むことが重

要である」と書かれていまして、おそらく伊藤先

生のご議論というのは、株式会社でいうところの

短期的利益と長期的利益みたいな議論なのかなあ

と。だから、監査法人としての長期的な利益を考

えさせると、監査品質の向上をしていくはずだし、

そうすることによって、マネジメントというか、

監査法人の経営層もそういうところにインセンテ

ィブを持つようになるのではないかと。そういう

意味では、コーポレートガバナンス・コードなど

と同じような流れで、短期的に見るのではなくて、

もっと長期的に見ると、そういうインセンティブ

を持ってくださいという、そういう考え方でつく

られているのかなと、このあたりを読むと思いま

した。 

○伊藤  おそらくそうなのだろうと思います。

そうすると、監査の良し悪しで監査法人を選ぶと

いう行動を企業がとらなければいけません。しか

し、現在の日本でそうなっているのかどうかはわ

からないですし、少なくとも監査の質をあらわす

ような情報を何らかの方法で開示させることが大

事なのだろうと思います。結局のところ、監査法

人の側の問題ではなく、むしろ監査法人を雇って

いるほうの問題といいますか。 

 

【監査法人の選定・変更】 

○片木  平成 26年会社法改正で、まさに監査を

選ぶ機関が全てのところで監査役等といいましょ

うか、監査組織のほうに回ったわけですが、その

狙いというのは、まさに今伊藤先生が言われたよ



 
- 21 - 

うに、要するにどうしても安い監査法人を選ぶよ

うになりやすいところを、きちんと監査の品質と

いうか、そこを指標にして選ばせるようにすると。

報酬については、権限は持っていないけれども、

ある程度これだけの監査をしてもらうときにはこ

れだけの報酬は出すべきだというところの意見を

選任する立場は持っていて、そこで同意権を行使

する仕組みをつくってあるのは、まさに選ぶ側に

おいて品質を担保するという仕組みを一応はつく

り上げたということだろうと思うのですけれど。 

○森田  超巨大企業でなければ、確かに変更は

できるみたいですけどね。超巨大企業になってく

ると、なかなか一挙にそれだけ動けないからね。

トヨタみたいなところもみんな同じところばっか

りがやっていて、ほかの系列は入れないのですか。

例えばトーマツとか、新日本とか、トヨタグルー

プをいろいろなところがやっているということは

あまりないのですか。 

○片木  私もそれほど詳しくないのですけれど

も、聞いている限りでは、大体グループ企業は全

部同じ監査機関がやるということです。 

○森田  そのほうが把握はしやすいでしょうね、

確かに。 

○片木  おっしゃるとおりで、特に連結決算で

連結の監査になりますと、大体そのグループ企業

がみんな連結対象になってきますから。 

○森田  そしたら、ますます動かせないですね。 

○片木  はい。上場会社であっても、連結対象

になっている会社はたくさんあるわけですから。 

○森田  だから、ガバナンスをきちんとしてく

れという要求もあり得るね。変えたいためにとい

うのもあるかもしれんけれども。 

○片木  たしか、ヨーロッパはもう監査法人自

体の交替制を実施しているのですかね。あるいは、

日本と違って系列化が少ないということが、それ

を実施できる一つの原因になっているのかもしれ

ないですね。 

 

【コードにおける「意見交換」の相手方】 

○北村  今問題となっていた原則５の考え方あ

るいは原則そのものについてお伺いします。考え

方の１行目で、「会計監査の品質を持続的に向上

させていくためには、被監査会社、株主、その他

の資本市場の参加者等が、……評価して監査法人

を選択し」ということが言われており、また、「情

報開示を充実すべきであり、それは資本市場の参

加者等との意見交換の有効な手段」であるとされ

ています。この「意見交換」というのは指針５－

３でも出てくる言葉ですが、今のお話から考える

と、この考え方の中に出てくる被監査会社との意

見交換をするという場合、監査役等、つまり選任

議案作成権者を想定していると考えていいのか。

つまり、被監査会社の経営者というわけではなく

て、議案作成者を想定していると考えていいので

しょうかということが一つ目の質問です。 

次に、コーポレートガバナンス・コードでも株

主と対話せよということが述べられ、ここでも株

主との意見交換というのが出てくるのですけれど

も、ここの株主とは、どういう株主が想定される

のでしょうか。 

○岸田  なかなか難しいところでしょうね。 

○北村  前者は監査役等、つまり選任議案作成

権者を主に想定していると考えてよろしいですか

ね。 

○片木  たしか懇談会提言のほうですよね。懇

談会提言のほうで監査報告書の充実ということを

出していて、今、文言はどこの会社でも一言一句

変わらないのだろうと思いますが、イギリスなど

では既に、この会社ではこの点については特に重

点監査をやったみたいなことをかなりきちんと書

くようになっていて、ヨーロッパも既に制度をつ

くりつつあるというふうに聞いています。それで、

懇談会提言では、そういうことを日本でも検討し

ろと書かれていますので、あるいは株主との情報、

対話ということについては、そのあたりを考えて

いるのではないかと思うのですけれど。 

○志谷  今おっしゃった、ここを重点的に監査

したということは、いわゆるリスクアプローチに
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よる監査ということと関係ありますでしょうか。 

○片木  まさにそれだろうと思います。重点監

査項目といいましょうか、そういうところだろう

と思いますけれど。 

 

【リスクアプローチによる監査】 

○志谷  その点について、私、最近、「企業会

計」という雑誌に載った「監査の失敗の本質」と

いう論文を読んでちょっとショックを受けたので、

お聞きしたいことがあるのですが、よろしいでし

ょうか。 

先ほどからトヨタだとか東芝だったら大丈夫だ

というお話を岸田先生から何回かお聞きしたので

すけれども、私はよくわからないので教えていた

だきたいのですが、この論文の中で、大手の監査

法人のパートナーの方が、監査においては、統計

理論を適用し、信頼度係数とか、予想虚偽表示額

とか虚偽表示額を前提としてサンプル抽出を行う

のだから、重要な虚偽表示を看過することはあり

得るという監査の限界を主張する見解が提示され

ることがあると、こういうふうにおっしゃってお

られるのですね。こういうお立場の方がこういう

雑誌でこういうことを正面からお書きになるとい

うことは、いわゆる監査の現場では、リスクアプ

ローチと呼ばれている監査の常識としてこのよう

なアプローチがとられているのかなというふうに

思ったのですが、いかがでしょうか。 

もしそうであれば、私のような者が考えていた

リスクアプローチとは随分イメージの違うものだ

なあというふうにも思ったのですが、もともとリ

スクアプローチというのはこういうやり方だった

のでしょうか。 

○森田  何十年も同じことをやっている部門で

は、あまり隠したり何とかというのは起こりにく

いようですね。ところが、新しいところは、もの

すごいリスクがあるでしょうね。 

○志谷  それがおっしゃった統計理論というも

のなのでしょうか。 

○森田  わかりません。とにかく歴史が長いと、

あまり変化は起こってないし。いろいろなものを

売り出しているところは知りませんよ。同じよう

なものを売っているところはそれほど変化はあり

ませんから、企業によっては変化のあるところと

ないところがありますから、それによっても違う

のではないかと思いますけれども。 

○行澤  今の点で、まさに判例の見解は、リス

クアプローチ・プラス・レッドフラッグで、レッ

ドフラッグがあれば、それを突っ込まなかったら

善管注意義務違反だけれども、それがなければ、

仮に見逃しても善管注意義務違反にはならないと

いう、そういう前提で動いているのではないかと

思いますけれども。 

○森田  善管注意義務って、そういうものです

な。（笑） 

○行澤  と思いますけれど。（笑） 

 

【監査報告書への重点監査項目の記載】 

○岸田  先ほど片木先生がおっしゃった監査の

重点項目は、被監査会社に対してこういう監査を

やりますと書くのであって、最終的な監査報告書

には必ずしも書かないですね。 

○片木  そこを書かせようというのが今新しく

出ているというふうに聞いているのですが。 

○岸田  今は監査報告書には書かないです。 

それが問題だというのは、そのとおりだと思い

ます。様々な項目について監査を実施しても、一

般に公開される監査報告書においては、こういう

ことを実施しました、ということは書きません。 

○片木  今は書いてないのですが、ちょっと私

もそれほど詳しく実態は知らないのですけれども、

イギリスではどちらかというとリスクアプローチ

の重点監査項目のようなものも開示させるように

されているということです。それを日本で検討す

るということは、まさにおっしゃった部分も含め

て、少し書かせるということだろうと思います。 

○岸田  監査法人は被監査会社に対してこうい

うことをやりましたとは言っています。しかし、

現在は、最終的な監査報告書にはそれは書かない
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ということです。 

○黒沼  国際監査基準に従って、監査上重要な

事項を監査報告に書くべきだという議論がなされ

ていると思います。 

 

【監査法人の組織形態】 

○伊藤  企業組織を研究している者からします

と、最初のほうで前田先生が質問されたあたりも

興味のあるところです。懇談会提言の３ページな

どを見ますと、監査法人というのは、法律上は元

来はパートナーシップ型の組織なのだけれども、

今、企業活動も複雑化しており、監査法人も大規

模になっているから、マネジメントの強化が必要

なのだと言われています。大手監査法人の寡占状

況だということですが、監査については規模の経

済が働いているということなのだろうと思います。

そういう状況であれば、素朴に考えられるのは、

パートナーシップではなく、もう少しこれに応じ

た組織形態があるのではないかということです。

他方で、今なお監査法人の企業形態は、世界的に

見ても株式会社以外が主流です。そこはどういう

関係なのだろうというのが気になるところです。 

一方で、小規模なパートナーシップ形態の企業

では対処できない複雑・大規模なことをやらなけ

れば監査業務はできない状況なのだけれども、企

業形態自体はパートナーシップで、この原則とい

うのもパートナーシップであることを前提にマネ

ジメントを強化していきなさいという方向で、企

業形態は今のままでも何とかいくという話なので

しょうか。 

○岸田  おもしろい問題ですが、あまり考えた

ことはないです。パートナーシップ以外と言いま

すと、例えばどういうやり方ですか。 

○伊藤  もっと株式会社みたいな、そういう雰

囲気の……。 

○森田  そうでないと、パートナーがやめて持

分を払い戻すと、経営基盤はどうなるのですかね。 

○伊藤  公認会計士法の中で、株式会社型の監

査法人ですとか、そのようなものをつくるという

のもあると思うのですね。 

○森田  でも、私がパートナーならば、せっか

く俺の稼いだ分をとられるのは嫌やから、それを

それほど強制的にとられたら、私有財産権の侵害

やと怒りますよ、それは。（笑） 

○行澤  今の点、伊藤先生のご見解で、やはり

株式会社形態にすると、監査業務の適正とか公正

を担保することとの関連で、広い意味での利益相

反というか、株主利益最大化とぶつかってしまう

おそれはないのですか。その代わり、今は、非営

利法人型の組織にも、どんどん会社法のガバナン

スを応用しようとするトレンドがあるように見受

けられます。そういう意味では、非営利法人型で

あってもよくて、監査の点でも株式会社である必

要はないような気もしたのですが、いかがでしょ

うか。 

○伊藤  それはそうかもしれなれないですね。 

○洲崎  最初に私がした質問にも関連するので

すけれども、今の公認会計士法は、伝統的なパー

トナーシップを想定していて、監査法人の定款を

変更したり代表社員を決定したりするのも原則と

して社員全員の同意がないとできないことになっ

ています。だから、経営機関を置くとか第三者機

関を置くということが、今の公認会計士法のもと

で本当にできるのだろうかと思ったのです。大手

の監査法人では社員が何百人もいるようですし、

そのような社員全員が同意しないと定款を変えら

れないとか、現在の大規模監査法人の実態からす

ると、現行公認会計士法にはちょっと無理がある

ような気がします。 

○志谷  監査法人も、所有と経営を分離したほ

うがいいですからね。（笑） 

○森田  弁護士法人は、パートナーと言われて

いる人は何か分与されるけれども、そこで雇われ

ている弁護士もいますかね。公認会計士は、その

雇われている公認会計士はいないのですか。 

○洲崎  いや、います。社員ではない公認会計

士ですよね。 

○片木  むしろ圧倒的多数だと思います。 
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○伊藤  そのあたり、外国の監査法人のルール

を研究してみれば、何かあるかもしれないですね。 

○川口  確か、オランダでは株式会社組織の監

査法人があるように聞いたことがあります。 

○伊藤  そうですか。 

○岸田  もし株式会社になったら、それを監査

するときに上場して、ということに。（笑） 

○伊藤  そうですね。（笑）それでは、時間に

なりましたので、本日の研究会を終わらせていた

だきます。ありがとうございました。 


